
企業経営者は経営のプロであるはずですが、体系的に経営を学んだ経験があるという方は、あ
まり多くないのではないでしょうか。これまでの経験の中から自分なりのやり方を見つけてきたけ
れど、問題に直面したときには、実は、場当たり的に処理をしてきただけで、あまり自信を持って
経営に当たってきたわけではないと言う経営者の方も少なくないと思います。そこで、平成２０年
の春から、企業経営のノウハウを体系的に学び、参加者の皆さんと議論するための場として、こ
の勉強会を毎月１回行なっています。難しい内容ではありませんので、どうぞ、お気軽にご参加
下さい。

◆舛田雅彦舛田雅彦舛田雅彦舛田雅彦プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール

昭和３２年生まれ　札幌市出身。
中央大学法学部卒　平成２年弁
護士登録。平成２０年中小企業診
断士登録。道内唯一の弁護士と
中小企業診断士のダブルホル
ダー。重点注力分野は「企業法
務」、「中小企業の経営支援」、
「事業承継・Ｍ＆Ａ支援」、「相
続・遺言関連業務」等。平成２１年
より北海道大学法科大学院特任
教授として教鞭をとっている。

　次回次回次回次回のおのおのおのお話話話話しししし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁護士弁護士弁護士弁護士　　　　舛田雅彦舛田雅彦舛田雅彦舛田雅彦

　前回の『「電通鬼十則」に学ぶ（１）』
に続いて、次回は『「電通鬼十則」

に学ぶ』の後篇です。

　『電通鬼十則』には一見厳しい
ことが書かれているようですが、読
み込んでみると、実はビジネスの
基本が記されていることがよくわか
ります。次回も「鬼十則」の世界を
味わってみたいと思います。

「企業経営勉強会」のご案内

お問合わせ・連絡先　　札幌総合法律事務所　事務局　石川典崇
TEL, 011-281-8448　  MAIL, noritaka@sapporo-sogo-lo.com

　
　　日時　：　第第第第２２２２２２２２回回回回　　　　『『『『電通鬼十則電通鬼十則電通鬼十則電通鬼十則にににに学学学学ぶぶぶぶ（（（（２２２２））））』』』』

　　　　　　　平成２２年３月１７日（水）　１８：３０～２０：３０
　　会場　：　札幌総合法律事務所　大会議室
　　　　　　　【札幌市中央区北5条西11丁目17-2】

　　講師　：　弁護士・中小企業診断士　舛田　雅彦
　　会費　：　４，０００円（参加費２，０００円+初回登録料２，０００円）
　　申込　：　札幌総合法律事務所ＨＰからお申し込み下さい。
　　　　　　　折り返しご連絡させて頂きます。
　　　　http://www.sapporo-sogo-lo.com/publication/index.html
　　　　　　また、インターネットのご利用環境をお持ちでない方は、
　　　　　　　裏面のＦＡＸ申込用紙にご記入の上、お申し込み下さい。

【【【【企業経営勉強会企業経営勉強会企業経営勉強会企業経営勉強会のののの概要概要概要概要】】】】
　　・開催日　　毎月１回（原則として第３水曜）
　　・対象者　　企業経営者と企業経営に興味がある方。
　　　　　　　　　　（業種、職種、年齢、役職は一切問いませんが、営業目的でのご参加はご遠慮下さい）
　　・参加費　　１回につき2,000円。初回参加時のみ登録料として別途2,000円をお願いしています。
　　・テーマ　　参加者からの題材提案があれば、なるべく取り上げるようにしています。特にない場合は、舛田が
　　　　　　　　　テーマを決めて、レジュメを作成しています。
　　・懇親会　　毎回、勉強会終了後に行なっています。店は毎回異なりますが、大体5,000円以内で収まる店を
　　　　　　　　　選んでいます。勉強会本編より盛り上がってしまうこともしばしばです。参加者同士の交流の場と
　　　　　　　　　して、お気軽にご参加下さい。



札幌総合法律事務所
事務局　石川典崇　宛

第第第第２２２２２２２２回回回回　　　『　　　『　　　『　　　『電通鬼十則電通鬼十則電通鬼十則電通鬼十則にににに学学学学ぶぶぶぶ（（（（2222）』）』）』）』

平成２２年３月１７日（水）　１８：３０－２０：３０　　札幌総合法律事務所

いずれか一つに○をつけて下さい

会社名

業種

所在地 〒

支店名・部署名等

現在のお役職

お名前

お電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス
＠

※　頂いた個人情報は、当勉強会の運営管理のために使用させて頂き、それ以外の目的
　　　では使用致しません。

※　後日、札幌総合法律事務所事務局の石川より、ご連絡させて頂きます。

・　勉強会と懇親会に参加 ・　勉強会のみ参加

ＦＡＸ送信
０１１－２８１－0855

「企業経営勉強会」　申込書


